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 初⽉分の許可⼿数料の納付期限について、国の歳⼊の納付期限の基本
的な考え⽅を踏まえ、「10⽇以内」から「20⽇以内」とすることが適当。

保税蔵置場の許可⼿数料等に係る納付期限の緩和
現⾏制度の概要
 保税蔵置場の許可を受けた者(※)は、保税蔵置場の⾯積に応じ、税関関係⼿数料令で定められた額の⼿数料

を、１か⽉分ごとに毎⽉納付することとされている。
(※) 保税展⽰場、保税⼯場若しくは総合保税地域の許可⼜は承認⼯場の承認を受けた者についても同様の制度。

 当該⼿数料の納付期限は、①許可期間の初⽉分については、許可の⽇から10⽇以内、②２⽉⽬以後の分に
ついては、前⽉末⽇まで、③納付後に保税蔵置場の⾯積を拡張した場合の増額分については、拡張した⽉の末
⽇と拡張の⽇から10⽇経過⽇とのいずれか遅い⽇までとされている。

改正の⽅向性
 保税蔵置場の許可⼿数料等の納付期限について、国の歳⼊の納付期限の基本的な考え⽅を踏まえ、初⽉分

の納付期限を許可⼜は承認の⽇から「20⽇以内」とする等の規定の整備を⾏う。

改正の必要性
 初⽉分に係る納⼊告知書は、許可の⽇以後最初の開庁⽇に発送⼿続を⾏い、その翌開庁⽇に発送されるため、

納付期限までの実質的な⽇数は10⽇より短い。令和３年10⽉施⾏の郵便法の改正（送達⽇数の繰下げ等）
によりこの⽇数が更に短くなったため、許可を受けた者から納付期限の緩和の要望が寄せられている。

※国の歳⼊の納付期限は、会計法令上、歳⼊の種類に応じた起算⽇から20⽇以内
が原則とされている。

 ２⽉⽬分や、納付後に⾯積を拡張した場合の増額分についても、許可や
拡張の⽇によっては、納付期限までの⽇数が短くなる場合があるため、⼗分
な期間が確保されるよう同様の規定の整備を⾏う必要。


